
社会福祉法人しただ 定款

第 1章 総 則

(目 的)

第 1条 この社会福祉法人 (以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重し

て総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、t身ともに健

やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援

することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第一種社会福祉事業

(イ)特別養護老人ホームの経営

(口)軽費老人ホームの経営

(2)第二種社会福祉事業

(イ)老人短期入所事業の経営

(口)老人介護支援センター事業の受託経営

(ハ)保育所の経営

0地域子育て支援拠点事業の経営

(ホ)一時預かり事業の経営

l名

第 2条
抑

この法人は、社会福祉法人しただ という。

(経営の原則等)

第 3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うた

め、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営

の透明性の確保を図り、もつて地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、高齢者、子育て、その他の福祉の支援を必要とする者に、

無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(動 の朧 ナ也l

第4条 この法人の事務所を、新潟県三条市庭月630番地4に置く。

第 2章 評議員

碑議員の働

第 5条 この法人に、評議員 7名以上 10名以内を置く。ただし、理事の現在数を超える数とする。

絣 群 童の選狂謬玉商審∋

第 6条 この法人に、評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会

において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事 1名、事務局員 1名、外部委員 1名の合計 3名で構成する。

3 評議員選任 。解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。

5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理

由を委員に説明しなければならなヤち

6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。ただし、外部委

員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
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僻議員の任期)

第 7条 評議員の任期は、選任後 4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員のイ壬期は、退任した評議員の任期の満了

する時までとすることができる。

3 評議員は、第 5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新た

に選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

鱒 の報酬等)

第 8条 評議員に封して、各年度の総額が 500,000円 を超えない範囲で、評議員会において男咄こ定める報酬

等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第 3章 評議員会

ll毒 n
第9条 評議員会は、全ての評議員をもつて構成する。

(権 「艮)

第 10条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)計算書類 (貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(5)定款の変更

(6)残余財産の処分

(7)基本財産の処分

(8)社会福祉充実計画の承認

(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 イ樫l

第 11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後 3か月以内に 1回開催するほか、必要がある

場合に開イ樫する。

(招 集l

第 12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求

することができる。

磁 長)

第 13条 評議員会の議長は、そσ)都度評議員の互選とする。

(決 謝

第 14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、

その過半数をもつて行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3

分の2以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

(1)鱗 の角稚

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事項
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3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1項の決議を行わなければなら

ない。理事又は監事の候補者の合計数が第 16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候

補者の中から得票数の多セⅦ隈に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第 1項及び第 2項の規定にかかわらず、評議員 (当該事項について議決に加わることができるものに限

る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものと

みなす。

(翻
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議淳録遥名人 2名 は、前項の議事録に誕‰押印する。

第 4章 役員及び職員

(役員の働

第 16条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 6名以上 9名以内

(2)監事 2名
2 理事のうち1名 を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、1名 を業務執行理事とすることができる。

(役員の剛

第 17条 理事及び監事は、評議員会の決議によつて選任する。

2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によつて理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第 18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 業務執行理事は、理事会において男叫こ定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4か月を超える間隔で 2回以上、自己の職務の執行の状況を

理事会に報告しなければならなしち

(鱗の硝駿塀■筋郵Ю

第 19条 監事は、理事の職務の執行を昨杏し、法令で定めるところにより、幣杏報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査を

することができる。

(彼醐 )

第 20条 理事又は監事の任期は、選任後 2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとし、再任を妨げなヤち

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、第 16条に定める定数に足りなくなるときは、イ王う期の満了又は辞任により退任した後

も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解10
第 21条 理事又は監事が、次のいずれ力Wこ該当するときは、評議員会の決議によつて解任することができ

る。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
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(役員の報酬等)

第 22条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定

める報酬等の支給の基準に従つて算定した額を報酬等として支給することができる。

餓  員)

第 23条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員 (以下「施設長等」という。)は、理事会において、

聰 飩 軒とする。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第 5章 理事会

鯖 戸完l

第24条 理事会は、全ての理事をもつて構成する。

0後 [長l

第 25条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が

専決し、これを理事会に報告する。

(1)こ の法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)

第 26条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

儀 長)

第 27条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。

供 謝

第 28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その

過半数をもつて行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事 (当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が

書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき (監事が当該提案について異議を述べたときを除

く。)は、理事会の決議があつたものとみなす。

鋤

第 29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6章 資産及び会計

(資産の区分)

第 80条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもつて構成する。

(1)新潟県三条市庭月630番地4 所在の

鉄筋コンクリー ト造ステンレス鋼版ぶき陸屋根4階建

特別養護老人ホームいっぷく及びケアハウスいつぷく

1棟 (5891.81平 方メー トルl
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(2)新潟県三条市庭月630番地4 所在の

特別養護老人ホームいっぷく及びケアハウスいつぷく

敷地 9筆 (6626.18平 方メー トル)

(3)新潟県三条市荻堀引 |1前 853番地1 所在の

鉄筋コンクリー ト造陸屋根平屋建

おぎばり保育園  1棟 (603.31平 方メー トルl

(4)新潟県三条市帯繊北 3番地 所在の

木造ステンレス鋼板ぶき平屋建

あいあい保育園  1棟 (1309.59平 方メー トルl

木造ステンレス鋼板ぶき平屋建

物置  1棟 (19,87平方メー トル)

(5)新潟県三条市飯田宇宮浦2314番地 所在の

鉄筋コンクリー ト造陸屋根 2階建

いいだ保育園  1棟 (681.77平 方メー トルl

木造かわらぶき平屋建

物置  1棟 (19.87平方メー トアレl

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建

車庫  1棟 (37.82平方メー トルl

(6)新潟県三条市荒沢字向川原 1214番地 1、 1254番地4 所在の

鉄筋コンクリー ト造陸屋根平屋建

あらさわ保育園  1棟 (628.83平 方メー トアレl

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建

車庫  1棟 (37.82平方メー トアレl

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速や力Wこ第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければな

らない。

(基本財産の処分)

第 31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数 (現在数)の 3分の2以上の同

意及び評議員会の承認を得て、三条市長の承認を得なければならなセちただし、次の各号に掲げる場合に

は、三条市長の承認は必要としなし比

(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資 l必虫立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のた

めの資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資

をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合 (協調

融資に係る担保に限る。)

(資産の管瑚

第 32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換え

て、保管する。

3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に

換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)

第 33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が

作成し、理事会の承認を受けなければならなヤち これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及びこの法人が経営する事業所 (以下「各事業所」という。)に、

当該会計年度が終了するまでの問備え置き、下般の閲覧に供するものとする。
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(事業報告及び決算)

第 34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事

の昨杏を受けた上で、理事会の承認を受けなければならなし比

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)収支計算書 (資金収支計算書及び事業活動計算∋

(5)貸借対照表及び収支計算書 (資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1号、第 8号、第 4号及び第 6号の書類については、定時評議員会

に提出し、第 1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければ

ならなヤち

3 第 1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、各事業所に3年間備え置き、下般の閲

覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び各事業所に備え置き、下般の閲覧に供するものとする。

(1)聯杏報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第 35条 この法人の会計年度は、毎年4月 1に始まり、翌年 3月 31日 をもつて終わる。

(会計処理の基均

第 36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定め

る経理規程によリタとと理する。

(臨機の網

第 37条 予算をもつて定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、

理事総数 (現在数)の 3分の 2以上の同意がなければならなしち

第 7章 公益を目的とする事業

l種  別)

第38条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生

活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1)介護保険法に基づく第 1号訪問事業

(2)介護保険法に基づく第 1号通所事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数 (現在数)の 3分の2以上の同意を得なければな

らない。

(余乗J金が出た場合の処分)

第 39条 前条の規定によつて行う事業から余剰金が生じた場合は、この法人が行う社会福祉事業又は公益

事業に充てるものとする。

第 8章 解散

解 散)

第 40条 この法人は、社会福祉法第 46条第 1項第 1号及び第 3号から第 6号までの解散事由により解散す

る。
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(残余財産の帰属)

第 41条 解散 (合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、

社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属す

る。

第 9章 定款の変更

(定款の変更)

第42条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、三条市長の認可 (社会福祉法第45

条の36第 2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を三条市長に届け出

なければならなヤち

第 10章 公告の方法その他

(公告の方法)

第 43条 この法人の公告は、社会福祉法人しただの掲示場に掲示するとともに、官報、新聞、この法人の

機関紙又は電子公告に掲載して行う。

随 稀田貝U)

第 44条 この定款の施行についての糸限Uは、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づ

き、役員の選任を行うものとする。

附 則

この定款変更については、平成29年 1月 23日理事会、同日評議員会の議決に基づき、三条市長の認可

を受けた後、平成29年4月 1日 から施行する。

理事長  北 澤

棚賠時辞至嘲瓢棚

軸螂『卸槽蜘購
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